
平戸市デジタル技術活用による議会視聴環境整備事業業務審査基準 
 

 

１．審査の方法 

  審査員はプロポーザル参加者より提出された企画提案書のプレゼンテーションを、下記、

「２．審査基準」により審査する。 

  事務局は審査員の評価に基づき技術点を算出し、その技術点に見積額の価格点を加算し

た総合評価点が最も高い事業者を最適格者とする。最高得点が２者以上ある場合には、審

査員の評価順位において最も上位とした審査員が多い事業者を最適格者とする。また、評

価点が同点の場合は、見積価格が最も低い事業者を最適格者とする。 

  なお、プロポーザル参加業者が１者のみの場合でも、審査を行い選定の可否を決定する。

その際、技術点 170点中、102点以上を獲得した場合に最適格者とする。 
 

２．審査基準 

 （１）技術点（配点 170点） 

NO 審査項目 着眼点 配点 小計 

１ 
会社概要 
導入実績 

本業務遂行に関する
信頼性や実績の有無 

地方公共団体の議場システムに関する業務受託
実績を有し、十分な業務経験を有しているか。 

10 
20 

事業の安定的な遂行が見込まれる経営状況であ
るか。 

10 

２ 実施体制 
専門技術者の配置の
有無 

本業務の遂行にあたり、専門的かつ十分な能力を
有する者を配置しているか。 

10 
20 

緊急時における体制が整っており、業務遂行への
支障を最小限に抑えることが可能か。 

10 

３ 基本方針 
基本方針及び 
実施方法 

具体的な方針や、実施方法が定まっているか。 10 10 

４ 
システム 
要件 

①議場システム 仕様書に示す以上の機器、性能の提案があるか。 10 

40 
②委員会室システム 仕様書に示す以上の機器、性能の提案があるか。 10 

③音声認識システム 仕様書に示す以上の機器、性能の提案があるか。 10 

④庁内配信システム 仕様書に示す以上の機器、性能の提案があるか。 10 

５ 導入機器 機器の安定性 
仕様書の要求を満たし長期運用に耐え得る方式
であって、安定稼働を維持できるものか。 

10 10 

６ 
運用保守
サポート 

保守運用について 
障害発生時の対応 

トラブル発生時には、代替措置を講じる等の対処
法を備えているか。 

10 

50 

保守の考え方と実施方法については、具体的であ
り、その妥当性が認められるか。 

10 

機器やシステムの故障に対する対応方針は、具体
的であり、その妥当性が認められるか。 

10 

操作やサービス全般に関する問い合わせに対し、
十分な対応ができているか。 

10 

故障や更新時等における機器の入れ替えが容易
であるか。 

10 

７ 職員研修 研修実施の方法 
職員にわかりやすいマニュアルがあるか。 ５ 

10 
職員に対する操作研修の計画・体制があるか。 ５ 

８ 
スケジュ
ール 

スケジュール設定 
業務完了に至るまでの適切なスケジュールが設
定されているか。 

５ ５ 

９ その他 
発展性や将来性、追加
提案など 

仕様書に示すもののほか、本業務の目的を達成す
るうえで、効果的または魅力的な提案はあるか。 

５ ５ 



 （２）価格点（配点 30点） 

   価格点は上限 30点とし、以下の基準により点数化する。 

 

    ■本業務委託見積書 

最低価格÷提案者の提案価格✕20点 ※小数点以下を切り捨て 

    

（例１）Ａ社：3,000万円（最低価格） 

3,000万円÷3,000万円×20点＝20点 

（例２）Ｂ社：3,500万円 

    3,000万円÷3,500万円×20点＝17点 

（例３）Ｃ社：4,000万円  

     3,000万円÷4,000万円×20点＝15点 

 

 ■保守点検等見積書（１年間に係るランニングコスト） 

最低価格÷提案者の提案価格×10点 ※小数点以下切り捨て 

 

（例１）Ａ社：300万円（最低価格） 

300万円÷300万円×10点＝10点 

（例２）Ｂ社：400万円 

300万円÷400万円×10点＝７点 

（例３）Ｃ社：500万円 

300万円÷500万円×10点＝６点 

 

 


